
意見書案第４号 

選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書 

上記事項に関し、別紙のとおり意見書を提出することについて議会の議決を

求める。 

令和２年３月２７日提出 

  提 出 者  中間市議会議員   安 田 明 美 

  賛 成 者     〃      山 本 慎 悟 

    〃       〃      小 林 信 一 

    〃       〃      堀 田 克 也 



選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書 

２０１８年２月に内閣府が公表した世論調査では、夫婦同姓も夫婦別姓も選

べる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と答えた国民は６６．９％となり、

反対の２９．３％を大きく上回ったことが明らかになりました。特に、３０～

３９歳における賛成・容認の割合は８４．４％になります。 

政府答弁によると、法律で夫婦同姓を義務付けている国は目本だけであるに

もかかわらず、１９９６年に法制審議会が選択的夫婦別氏制度の導入を含む民

法改正を答申してから２４年、いまだ法改正の見通しは立っていません。 

最高裁判所は２０１５年１２月、夫婦同姓規定を合憲とする一方で、「夫婦

同氏制の下においては、婚姻によって氏を改める者にとって、アイデンティテ

ィの喪失感を抱くなどの不利益を受ける場合があることは否定できず、妻とな

る女性が不利益を受ける場合が多いことが推認できる」と、婚姻に伴う改姓が

一定の不利益を生じる可能性を認め、「制度の在り方は、国会で論ぜられ、判

断されるべき事柄」とし、夫婦別姓を導入することは否定しませんでした。 

家族の多様化が進む中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップル

も少なくありません。改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じ

る例や結婚を諦めるなど、不利益を被る入が一定数いることも事実です。選択

的夫婦別姓については、最高裁判決の趣旨を踏まえ、適切な法的選択肢を用意

することは、国会及び政府の責務です。 

よって、本議会は、国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓制度を導入する民

法の改正を求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

令和２年３月２７日 

                         中 間 市 議 会 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

内閣官房長官 菅  義偉 様 

法 務 大 臣 森  まさこ様 

衆議院議長 大島 理森 様 

参議院議長 山東 昭子 様 


